
雇用維持・人材確保の支援について

石川県といしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）は、被災された事業

所等を対象に、「従業員の雇用維持」や「新たな従業員の雇用」を支援するための

施策を７月１日より実施します。

 従業員への休業手当の支払いが

長期間にわたり、負担となっている。

 従業員の住居が被災し、再雇用したい

が、避難先から戻ってこられない。

 求人を出したが、応じてくれる求職者

が見つからず、人手が不足している。

被災された企業からのご意見

お問い合わせ先：石川県 労働企画課 人材確保・定住政策推進室

e191300a@pref.ishikawa.lg.jp

〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 行政庁舎12階

076-2２5-1672 / 076-225-1532TEL

住所

E-Mail

令和６年能登半島地震で被災された事業主の皆様へ

石川県労働企画課／いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）

①在籍型出向の促進

②従業員の宿舎確保

③業務の切り出し支援

支 援 施 策
（詳細は裏面を参照）

各支援施策の詳細・申込方法は下記の特設ホームページでお知らせします。

雇用維持や人材確保に課題を抱えている事業主の方はぜひご活用ください。

令和６年能登半島地震人材確保等支援特設ページ

（https://ishikawa-ilac.jp/noto/）



石川県労働企画課／いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）

雇用維持・人材確保支援施策の概要

① 在籍型出向促進助成金（在籍型出向の促進）

② 石川県雇用環境整備助成金（従業員の宿舎確保）

③ 雇用のミスマッチ解消・人材確保補助金（業務の切り出し支援）

（１） 従業員宿舎の賃借料助成

上限額：雇用従業員１人当たり10万円(最大5０万円）

要件：賃借料が従業員1人当たり10万円以上

（２） 賃貸用物件の修繕費助成

助成額：１事業者あたり１００万円

要件：①修繕にかかる経費が３００万円以上

②修繕した物件に、奥能登２市２町の企業が雇

用した従業員を居住させること

賃貸用物件
奥能登2市2町
の事業所

従業員宿舎として
借上げ（１）

修繕（２）

奥能登2市2町の企業が、新規雇用した従業員の宿舎を賃

借した場合に、賃借料の一部を助成します。また、奥能登2

市2町にある賃貸用物件を修繕した所有者等に対し、修繕

費の一部を助成します。（令和6年1月1日に遡及して適用予定）

震災の影響により、これまでの労働条件（日数、時間等）で

働くことができなくなった従業員の雇用維持を図るため、

在籍したまま、他の事業所へ出向（在籍型出向）した場合に、

出向元事業者が負担した経費について助成金を支給しま

す。（令和6年1月1日に遡及して適用予定）

上限額：出向従業員１人あたり10万円／人（最大１０人分）

対象企業：在籍型出向を実施した出向元事業所

対象経費：出向元事業所が負担した在籍型出向にかかる

諸経費

出向労働者が出向先で使用する被服費

出向労働者の転居費 など

出向先事業所

在籍型出向

在籍型出向
に要する経費

出向元事業所

助成金支給

出向元に復帰

求職者

切り出し求人
によりマッチング

既
存
の
求
人

切
り
出
し
求
人

事業所

被災求職者が求人に応じやすいよう、業務の一部を切り出

して雇用した能登３市３町の事業所に対し、その雇用に伴っ

て生じるかかり増し経費の一部を助成します。

従業員を
新規雇用

助成金支給
助成金支給

補助額：新規雇用者1人あたり最大10万円

（１事業所最大100万円）

対象企業：能登３市３町の事業所で、業務の切り出しに

より求職者を雇用した企業

対象経費：業務の切り出しにより発生するかかり増し経費

（福利厚生費、研修費等）

かかり増し
経費

補助金交付


